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序文 
 

核物質又はその他の放射性物質が悪意のある目的で使用される可能性は、今日の国

際情勢においては排除することができない。国々は、当該物質の防護及び管理を強化し、

かつ核セキュリティ事案に効果的に対応する全体的な責務を果たすことにより、このリ

スクに対応してきた。(加盟)国は、既存の法的枠組みを強化して世界の核セキュリティを

向上させる新しい国際的な法的文書を作成することに合意した。核セキュリティは、原

子力技術の管理面及び核物質又はその他の放射性物質が使用又は輸送される場合におい

て必須のものである。 

IAEA は核セキュリティ計画を通じて、効果的な核セキュリティ体制を確立、維持、継

続させるために加盟国を支援している。IAEA は、核セキュリティに包括的な手法を採用

してきた。これは、効果的な国の核セキュリティ体制が国際的な法的枠組みの実施、情

報の防護、物理的防護、計量及び管理、当該物質の不正取引の検知と対応、及び国内の

対応計画、及び危機管理対策の上に成り立つことを認識したものである。IAEA は、核セ

キュリティ・シリーズにおいて、加盟国が整合性のある総合された方法で当該体制を実

践し継続するように支援することを目的としている。 

IAEA 核セキュリティ・シリーズは、加盟国の核セキュリティ体制の目的及び不可欠な

要素を含んでいる核セキュリティ基本文書、勧告文書、実施指針及び技術手引きから構

成される。 

各国は、核セキュリティに対する完全な責任を果たさなければならない。具体的には、

核物質、その他の放射性物質、並びに、関連施設及び関連活動のセキュリティを提供す

ること、使用、貯蔵、又は輸送中の当該物質のセキュリティを確実にすること、当該物

質の不正取引及び不用意な移転に対応すること、及び核セキュリティ事案に対応する準

備がなされていること、である。 

本文書は、放射性物質、関連施設及び関連活動の核セキュリティに関する勧告レベル

の文書である。本書は、国の経験及び慣習、核セキュリティの分野の文書、並びに核セ

キュリティに関係する国際文書に基づいている。これらの勧告は、国及び所管当局が考

慮すべき事項として提供される。 

IAEA 核セキュリティ・シリーズ中のこの文書の作成は、加盟国からの多くの専門家の

貢献によって可能となった。すべての加盟国との広範囲な協議プロセスは、2010 年 2 月

の最初のウィーンでの参加制限のない技術会合を含んでいる。その後、草案はさらにコ

メントと提案を求めるために 120 日間に渡ってすべての加盟国へ配布された。2010 年 9
月の最終の参加制限のない技術会合において、加盟国から受け取られたコメントがレビ

ューされ、この文書の最終版に関するコンセンサスが得られた。 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

編集上の注記 
 

本報告書は、責任、合法・非合法は別にして、いかなる人的側面に係る行為又は不作為にかかわ
る問題を扱っていない。 

本文書に含まれる情報の正確性を維持するために大いなる注意が向けられたものの、IAEA 又は
加盟国のいずれも、本文書の利用に伴ういかなる責任又は影響責任を負わない。 

国又は地域の具体的な指示を使用する箇所は、当該国又は地域の当局と制度の、又は、当該国又
は地域の境界の画定の法的地位に関して出版者、すなわち IAEA の判断を含意するものではない。 

具体的な会社又は製品の名称への言及（登録されたものとして表示されるか否かを問わず）は、
所有権を侵害する何らの意図も含意するものではなく、また、これを IAEA による是認又は勧告
と解すべきではない。 
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1. はじめに 

背景 

1.1. IAEA は、核セキュリティ計画を確立し、かつその国の核セキュリティ体制1を確立、

実施、維持する際に、国が用いることができる勧告及び手引きを提供するための核セキ

ュリティに関する文書のシリーズを策定した。 

1.2. IAEA 核セキュリティ・シリーズの枠組みは、核セキュリティ基本文書、勧告文書、

実施指針及び技術手引きの 4 層からなる文書から構成される。 

1.3. 単一の最上位の文書 ― 核セキュリティ基本文書 ― は、核セキュリティ2の目的及

び不可欠な要素を含んでおり、セキュリティ勧告のための基礎を提供する。 

1.4. 一連の第 2 層の勧告は、核セキュリティの不可欠な要素をさらに詳しく述べ、これ

らの不可欠な要素を適用する際に、国が何を行わなければならないかについての国際的

なコンセンサスを示す。 

1.5. 第 3 及び第 4 層 ― 実施指針及び技術手引き ― は、適切な措置を用いる勧告を実

施することに関するさらに詳細な情報を提供する。 

1.6. この文書は、以下の核セキュリティ勧告文書に対して補完的なものであり、整合性

のあるものである。 

- 「核物質及び原子力施設の物理的防護」 (また INFCIRC/225/Rev.5 でもある) [1] 
- 「規制上の管理を外れた核物質及びその他の放射性物質」 [2]。 

包括的な国の核セキュリティ体制を確立するために、3 つの文書すべてに含まれる勧告

が実施されるべきである。 

1.7. この文書は、放射性物質、関連施設及び関連活動のセキュリティについての勧告レ

ベルの文書である。 

1.8. 放射性物質は、種々様々の有益な目的のために、例えば、工業、医療、研究、農業

及び教育といった世界の至る所で使用される。セキュリティ措置は、放射線障害を引き

起こす悪意のある行為について当該物質の取得を防ぐために必要であり、従って、措置

により当該悪影響から個人、社会及び環境を防護すべきである。 

                                                 
1 文書中のイタリック体の用語は、定義に関する章で定義される用語を表わす。 
2 核セキュリティは、核物質、その他の放射性物質、関連施設又は関連活動が関わる又は向けられた犯罪

行為又は意図的な不法行為の防止、検知及び対応に焦点を当てている。核セキュリティに関して悪影響を

有するとして国によって決定されたその他の行為は、適切に扱われるべきである。 
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1.9. 現在の文書は、「核によるテロリズムの行為の防止に関する国際条約」[4]、並びに、

「放射線源の安全とセキュリティに関する行動規範」[5]及び補足文書である「放射線源

の輸出入に関する手引き」[6]のような、放射性物質、関連施設及び関連活動のセキュリ

ティに関連する国際文書[3] について有するすべての義務及び約束を含めて、包括的な核
セキュリティ体制を国が実施するのを支援するであろう。 

目的 

1.10. 本文書の目的は、放射性物質、関連施設及び関連活動についての核セキュリティ体
制を策定又は強化、実施及び維持する方法について、国及び所管当局に手引きを提供す

ることである。これは、当該物質が関わる悪意のある行為の可能性を低減するために、

放射性物質、関連施設及び関連活動のセキュリティに取り組む立法上及び規制上の枠組

みを実施する彼らの能力の確立又は改善を通じて達成される。 

1.11. 本文書は、放射性物質のセキュリティの一貫したレベルを確実にし、かつ、社会的

利益のために放射性物質の利用を過度に制限せずに、許認可を受けた者によって安全に

使用されることを依然として可能にする一方、放射性物質を厳重に管理することとの間

でバランスしていることを確実にするための一連の勧告を提供する。これは放射性物質
が世界の医療、製造、研究及び品質管理産業において不可欠なツールであるからである。 

1.12. これらの勧告は、国と所管当局による検討のために提供されるが、国にとって義務

的ではなく、また国の主権を侵害するものではない。  

範囲 

1.13. 本文書は、有害な放射線影響を引き起こすことを意図した又は起こし得る悪意のあ
る行為を防止するために、放射性物質、関連施設及び関連活動のセキュリティに適用す

る。当該放射性物質には、核物質(後述されるように)、密封線源、非密封の放射性物質及

び放射性廃棄物を含む。 

1.14. 本文書は、そのライフサイクル（製造、供給、受取、所有、貯蔵、使用、移転、輸

入、輸出、輸送、維持、及び再利用又は廃棄）の全体にわたる放射性物質のセキュリテ

ィを対象とする。本文書は、(以下で議論されるように)核物質を含む、放射性物質の不法
移転、及びその他の放射性物質、関連施設又は関連活動の妨害破壊行為に対して防護す

べき核セキュリティ体制の確立のための勧告を提供する。 

1.15. 核物質の不法移転3の目的は、核爆発装置の製造に使用するため又は有害な放射線

影響を引き起こすその後の被ばく又はばら撒きのためであるかもしれない。本文書は、

                                                 
3 IAEA 核セキュリティ・シリーズ No.13[1]に定義される核物質の防護のレベルは、核爆発装置の製造での

使用に潜在的に適している核物質の区分に基づき、被ばく又はその後の廃棄についてのその他方法による

放射線影響には基づいていない。従って、核物質が、不法移転及びその後の被ばく又はばら撒きに対する

潜在的な標的であるという範囲で、その防護は本文書で取り扱われる。 
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潜在的に考えられる移転後のサイト外での被ばく又はばら撒きについての不法移転に対

する核物質の防護について適用する。核爆発装置に使用される核物質の不法移転に対す

る物理的防護、及び妨害破壊行為に対する原子力施設の物理的防護は、IAEA 核セキュリ

ティ・シリーズ No.13「核物質及び原子力施設の物理的防護に関する核セキュリティ勧

告(INFCIRC/225/Rev.5) 」[1]で取り扱われる。 

1.16. 核爆発装置で使用されるため及びその後の被ばく又はばら撒きのための不法移転
の両方についての潜在的標的となる可能性のある核物質を収容する施設のためのセキュ

リティは、この文書中の勧告、並びに IAEA 核セキュリティ・シリーズ No.13[1]の両方

を考慮すべきである。これらの場合には、より厳格な勧告及びセキュリティ措置が適用

されるべきである。 

1.17. 核物質及びその他の放射性物質が共存する施設では、両方に対する防護要件が、セ

キュリティの適切なレベルを達成するために整合しかつ矛盾のない方法で考慮され実施

されるべきである。 

1.18. 放射性物質を収納する施設は、過酷な非放射線影響を有する可能性のある他の危険

物を収納しているかもしれない。本文書は当該物質を取り扱わない。 

1.19. 本文書中でなされる勧告はすべての場合に付加的であり、放射性物質、関連施設及

び関連活動の安全又は放射線防護目的のために確立されたその他の要件及び勧告に取っ

て代わるものではない。本文書は、放射性物質の安全とセキュリティ間のインターフェ

ースに関する情報を提供する。特定の安全要件は、IAEA 安全基準に含まれる。 

1.20. 規制上の管理を外れた放射性物質は、勧告レベルの文書である、「規制上の管理を

外れた核物質及びその他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告(IAEA 核セキュリテ

ィ・シリーズ No.15)」[2]で取り扱われる。当該文書は、国の規則に従って、所管当局(例
えば、規制当局又は法執行機関)への紛失、行方不明又は盗取された放射性物質の報告後

の物質を発見及び回収するために取られる活動を含んでいる。 

1.21. 本文書は、民生用の目的のために使用される放射性物質、関連施設及び関連活動の

セキュリティでの使用を意図している。国は、その他の目的に本文書の使用を拡張する

か否かを決定することができる。 

構成  

1.22. 第 2 章は、放射性物質、関連施設及び関連活動に対する国の核セキュリティ体制の

目的について提供する。 

1.23. 第 3 章は、放射性物質、関連施設及び関連活動に対する、国の核セキュリティ体制、

並びに国、規制当局、及び事業者、荷送人及び/又は運搬人の役割及び責任を統括すべき

管理原則としてのこの不可欠な要素を適用する。 
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1.24. 第 4 章は、放射性物質、関連施設及び関連活動に関連するセキュリティの勧告を提

供する。本章は、さらに、第 3 章と整合して、規制当局が事業者に実施することを要求

すべきセキュリティ措置の勧告に対する不可欠な要素を適用する。 

1.25. 本文中のイタリック体の用語は、定義の章で定義されている。
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2. 放射性物質、関連施設及び関連活動に対する国の核セキュリテ
ィ体制の目的 

2.1. 国の核セキュリティ体制の全体的な目的は、受容できない放射線影響を引き起こす

可能性のある核物質又はその他の放射性物質が関与する悪意のある行為から人、財産、

社会及び環境を防護することである。放射性物質、関連施設及び関連活動の核セキュリ
ティ体制の目的は、以下であるべきである。 

- 関連施設及び関連活動で使用される放射性物質の不法移転に対する防護 

- その他の放射性物質、関連施設及び関連活動への妨害破壊行為に対する防護 

- 紛失、行方不明又は盗取された放射性物質を適切に発見、回収するため及び規制
上の管理を再確立するための迅速かつ包括的な措置の実施を確実にすること 

3 番目の目的は、主として、IAEA 核セキュリティ・シリーズ No.15「規制上の管理を外

れた核物質及びその他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告」[2]で取り扱われる規
制上の管理を外れた放射性物質に関係する。 

2.2. これらの目的は、潜在的な悪意のある行為を抑止、検知、遅延及び対応するため、

並びに、放射性物質、関連施設及び関連活動のセキュリティ管理に備えるためのセキュ

リティ措置によって実現される。 

2.3. これらのセキュリティ措置は、悪意のある行為での利用から派生する類似の潜在的

な放射線影響に帰着する可能性のある物質には、類似のセキュリティが提供されるよう

に、リスク情報に基づいた等級別手法に基づくべきである。それらはまた、深層防護の

概念を使用すべきである。 

2.4. 放射性物質を使用する社会の利益を認識して、核セキュリティ体制は、これらの有

益な活動の実施を過度に制限することなしに、放射性物質を厳重に管理することとの間

でのバランスを達成するように努力すべきである。 
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3. 放射性物質、関連施設及び関連活動に対する国の核セキュリテ
ィ体制の要素 

国の責任 

3.1. 国内の核セキュリティ体制の確立、実施及び維持に対する責任は、完全にその国に

ある。 

核セキュリティ責任の割当て 

3.2. 国は、規制当局、法執行機関、税関及び国境管理、情報及びセキュリティ機関、保

健機関などを含む可能性があることに留意しつつ、所管当局に対する核セキュリティ責

任を明確に規定し割当てるべきである。国の核セキュリティ体制内の責任の適切な統合

及び調整に対する準備が行なわれるべきである。責任及び情報連絡の明確なラインが、

所管当局間で確立され記録に残されるべきである。 

3.3. 国は、所管当局間の有効な全体的な協力及び適切な情報共有を確実にすべきである。

これは、国の規則に従って(防護対象となる脅威に関する情報及びその他の有用な情報の

ような)関連する情報の共有を含んでいるべきである。 

立法上及び規制上の枠組み 

国 

3.4. 国は、放射性物質、関連施設及び関連活動の核セキュリティを規制する効果的な国

の立法上及び規制上の枠組みを確立、実施及び維持すべきである、 

- 受容できない放射線影響を引き起こす可能性のある放射性物質が関与する悪意
のある行為のリスクを考慮すること。 

- 核セキュリティ体制に従う放射性物質、関連施設及び関連活動を現存する放射性
物質の核種及び量によって定義すること。 

- 独立した規制当局を含む関連する組織主体へ政府の責任を規定し割り当てるこ

と。 

- 放射性物質のセキュリティ措置の実施及び維持について事業者、荷送人及び/又は

運搬人に第 1 の責任を置くこと。 

- 放射性物質、関連施設及び関連活動の許認可プロセスを確立すること。必要に応

じて、安全又は放射線防護のために定義されたものの中に放射性物質のセキュリ

ティに関する許認可プロセスを統合することができる。 

- セキュリティ要件について検査プロセスを確立すること。 
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- 立法上及び規制上の枠組みの下で確立されたセキュリティ要件への不適合につ

いての執行プロセスを確立すること。 

- 放射性物質の不法移転及び関連施設及び関連活動の妨害破壊行為に対する制裁

措置を確立すること。 

- 放射性物質のセキュリティと安全の間のインターフェースを考慮に入れること。 

3.5. 国は、放射性物質のライフサイクル全体を通して、その核セキュリティ体制の適切

な実施を確立し確実にするため、立法上及び規制上の枠組み内で適切なステップを取る

べきである。 

3.6. 国は、核セキュリティ体制の確立、実施及び維持のため、明確に定められた法的地

位及び事業者、荷送人及び/又は運搬人からの独立性を有し、彼らが彼らの責任及び機能

を効果的に実施することを可能にする法的な権限を有する規制当局を含む、一つ以上の

所管当局を指定すべきである。 

3.7. 国は、規制当局及びその他の所管当局が彼らに割り当てられた核セキュリティ責任

を満たすための必要な権限、能力及び財源及び人的資源を適切に提供されることを確実

にすべきである。  

3.8. 国は、情報が開示された場合に放射性物質、関連施設及び関連活動のセキュリティ

を危険にさらす可能性のある、特定の又は詳細な情報の適切な防護を確実にするために

国の慣行に従って要件を確立すべきである。 

3.9. 国は、国の慣行と整合して、機微情報、又は、必要に応じて、放射性物質、関連施
設及び関連活動への許可されたアクセス権を有する者の個人の信頼性を確実にする措置

が採られていることを確実にすべきである。 

3.10. 国は、国によって定義されるしきい値を超える放射性物質の国の登録簿を確立、策

定及び維持すべきである。この国の登録簿は、最低限として、「放射線源の安全とセキュ

リティに関する行動規範」[5]に記述される、区分 1 及び 2 の放射性密封線源を含むべき

である。その他の放射性物質は、必要に応じて、この登録簿に含めることができる。 

規制当局 

3.11. 規制当局は、立法上及び規制上の枠組みを実施し、核セキュリティ規則に従ってい

る場合にのみ、活動を許可すべきである。要求される場合、4.20.項及び 4.21.項で規定さ

れるセキュリティ計画は、許可証の発行のための決定に際して規制当局によって用いる

ことができる。 

3.12. 規制当局は、定期的検査及び必要な場合、是正措置が取られることを確実にするこ

とを通じて、明確に、核セキュリティ規則及び関連する認可条件への継続的な遵守を確

認すべきである。事業者、荷送人及び/又は運搬人によって実施されたセキュリティ措置
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の検査は、放射線防護及び安全のような、その他の規制要件への適合を確認するための

検査とともに実施することができるかもしれない。セキュリティ計画は、これらの活動

のために規制当局によって参照されることができる。 

事業者、荷送人及び/又は運搬人 

3.13. 立法上及び規制上の枠組みは、事業者、荷送人及び/又は運搬人に以下のことを要

求すべきである。 

- 国及び規制当局によって確立された、すべての適用可能な規則及び要件に従うこ

と。 

- 国及び規制当局によって確立された要件に従ったセキュリティ措置を実施するこ

と。 

- 以下のことを提供する品質管理計画を確立すること。 

 核セキュリティに関係する指定された要件が満たされるという保証 

 核セキュリティシステムの構成要素がその作業に十分な品質であるという

保証 

 セキュリティ措置の全体的な有効性をレビューし評価するための品質管理

メカニズム及び手続き 

- 国の慣行に従って、放射性物質、関連施設及び関連活動に関わるすべての核セキ
ュリティ事案を、規制当局及び/又はその他の所管当局に報告すること。 

- 核セキュリティ事案の場合には、すべての関係する所管当局と協力し支援するこ

と。 

国際協力及び支援 

3.14. 国は、直接に又は関連する国際機関のいずれかを通じて、核セキュリティ技術及び

慣行について協力し、相談し、かつ情報を交換するように奨励される。 

3.15. 関係する国は、その国内の法律に従って、当該要請のあった国に対して放射性物質
の発見及び回収において、実現可能な範囲で最大限の、協力及び支援を提供すべきであ

る。 

3.16. 核セキュリティ事案について報告する目的で、国は、その国の法律に従って、関連

する地域データベース及び国際データベース、並びに、国際活動に参加することを可能

とする適切な取決めを確立することを考慮すべきである。1 例として、IAEA の不正取引

データベース(ITDB)がある。その他の二国間及び多国間の支援取決めについても考慮す

べきである。 
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脅威の同定及び評価 

3.17. 国は、放射性物質、関連施設及び関連活動に対するその国の脅威を評価すべきであ

る。国は定期的にその国の脅威をレビューし、その核セキュリティ体制の設計又は更新

について、脅威のいかなる変化の意味合いを評価すべきである。 

3.18. 規制当局は、放射性物質に対するセキュリティ要件を決定し、定期的にそれらの妥

当性を評価するための共通の根拠として、脅威評価の結果を用いるべきである。規制当
局は、放射性物質が関与する現在の及び予測可能な脅威について、国の他の当局からの

情報にアクセスすべきである。 

リスクに基づいた核セキュリティシステム及び措置 

リスク管理 

3.19. 国は、悪意のある行為のリスクを受容可能なレベルまで低減するため、体系的なリ

スク管理に従うべきである。国は、潜在的な脅威、及び悪意のある行為の潜在的影響及

び可能性を評価すべきであり、次に、脅威に取り組むために効率的かつ効果的なセキュ

リティ措置を提供する立法上及び規制上の枠組みを策定すべきである。 

3.20. 国は、リスクのいかなるレベルが受容可能か、資源の可用性、防護される資産の社

会に対する有益性、及びその他の優先事項を与えて、受容可能なレベルまでリスクを低

減するために、放射性物質、関連施設及び関連活動を防護するための努力のいかなるレ

ベルが正当化されるか、を決定すべきである。必要なセキュリティ措置としては、放射

線学的な安全目的のために確立されたその他の措置を利用することができる。 

3.21. 規制当局は、4.6 項及び 4.7 項で議論されるように、核セキュリティ体制の目的を

達成するために、規範的手法、性能基準に基づく手法又は複合した手法に基づいた規則

を確立すべきである。 

3.22. 国は、例えば、代替放射性核種、化学形態又は非放射性技術の利用の促進、又はよ

り不正工作ができない装置設計の奨励によって、放射性物質、特に放射性線源に関連し

た核セキュリティリスクを低減する方法を考慮すべきである。 

3.23. 規制当局は、放射性物質の区分分けを含むリスク管理の原則を適用する、等級別手
法の使用により、要件を策定すべきである。 

3.24. 規制当局は、深層防護の概念に基づいた要件を策定すべきである。放射性物質に対

するセキュリティ要件は、ハードウェア(セキュリティ機器)、手続き(出入管理、フォロ

ーアップなど)及び施設設計の計画的な複合体を必要とする。 
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安全システムとのインターフェース 

3.25. 安全とセキュリティの両方は、放射線の悪影響から人、社会及び環境を防護すると

いう、共通目的を有しており、安全とセキュリティのよく調整されたアプローチが相互

に有益であることを認識して、国は以下のことを確実にすべきである。 

- 安全とセキュリティが放射性物質の効率的なセキュリティを確実にし、かつ特に

安全とセキュリティに対する責任が異なる所管当局に割当てられている場合に、

規制要件が整合していることを確実にするために、責任を有する当局の間で、協

議と調整が維持されること。  

- 安全とセキュリティに関する主要な決定が、継続的な方式で安全とセキュリティ

の専門家の参加を必要とすること。 

- 安全とセキュリティのインターフェースは安全文化及び核セキュリティ文化を経

営組織へ構築することによって強化されるべきであること。 

3.26. 国は、立法上の枠組みの策定からセキュリティ措置の実施まで、核セキュリティ体
制の全体に渡って、安全とセキュリティの間でバランスが維持されることを確実にすべ

きである。  

3.27. 所管当局は、放射性物質、関連施設及び関連活動に対するセキュリティ措置が、安

全のために確立された措置を考慮に入れ、通常時及び緊急時の両方で、互いに矛盾しな

いように策定されることを確実にすべきである。 

3.28. 事業者と共に作業する所管当局は、核セキュリティ事案への対応中のセキュリティ

措置が職員の安全に悪影響を及ぼさないことを可能な範囲で確実にすべきである。防護

業務従事者は、サイト内又はサイト外に関わらず、すべての潜在的に影響を受ける者の

安全を維持するようにその活動を管理すべきである。 

核セキュリティ体制の維持 

3.29. 国は、放射性物質に対する適切な核セキュリティを提供するために、その核セキュ
リティ体制が長期間に渡って維持されかつ効果的であることを確実にするために、人的

資源及び財源を含めて必要な資源を確約すべきである。 

3.30. 国は、核セキュリティ文化を普及促進すべきである。 

3.31. 核セキュリティの実施に関与するすべての組織及び個人は、全組織中でのその有効

な実施を確実にするのに必要なその開発及び維持に対して、放射性物質に関する核セキ
ュリティ文化に十分な優先順位を与えるべきである。  

3.32. 核セキュリティ文化の基盤は、起こり得る脅威が存在し、核セキュリティの領域が

重要であり、また、個人の役割が重要であるという認識であるべきである。 
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核セキュリティ事案への計画及び準備、並びに対応  

3.33. 規制当局は、事業者のセキュリティ計画が、脅威に整合する悪意のある行為に有効

に対応するための措置を含むことを確実にすべきである。 

放射性物質の輸入及び輸出 

3.34. 国は、国が定義するしきい値を超える量の放射性物質の輸入又は輸出に関連した悪
意のある行為の可能性を低減するために、移転に先立って輸入国及び輸出国間の調整を

含む適切なステップを取るべきである。最低限として、「放射線源の輸入及び輸出に関す

る手引き」[6]と整合して、これらのステップは、区分 1 及び区分 2 の密封放射線源に関

する要件を包含すべきである。 

核セキュリティ事案の検知 

3.35. 規制当局は、適時の対応を提供する目的で、核セキュリティ事案を検知し、かつす

べての当該事案を速やかに報告するために、適切かつ有効なセキュリティ措置を有する

ように、事業者、荷送人及び/又は運搬人についての要件を確立すべきである。これらの

要件は、IAEA 核セキュリティ・シリーズ No.15「規制上の管理を外れた核物質及びその
他の放射性物質に関する核セキュリティ勧告」[2]中でなされるものを考慮すべきである。 
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4. 放射性物質、関連施設及び関連活動に対するセキュリティ勧告 

一般的な勧告 

4.1. 悪意のある行為を防止する目的で、セキュリティ措置は以下のように設計されるべ

きである。 

- 悪意のある行為を抑止すること。 

- 無許可の立入又は放射性物質の不法移転を検知し遅延させること。 

- 適切な対応の開始を可能にし、回収又は緩和の努力を可能な限り早めに開始する

ことができるように、すべての核セキュリティ事案を迅速に評価できるようにす

ること。及び 

- 放射性物質へのすべての未遂の又は実際の無許可のアクセス、又は放射性物質が

関与するその他の核セキュリティ事案、に対する迅速な対応を提供すること。 

脅威評価 

4.2. 使用、貯蔵及び輸送中の放射性物質及び関連施設に対する国の脅威の決定は、必要

なセキュリティ措置の確立における重要なステップである。脅威評価の結果は、規制当
局によって策定されるセキュリティ要件を決定するための、及び事業者、荷送人及び/又
は運搬人によって実施されるセキュリティ措置を評価するための共通の根拠として使用

されるべきである。 

等級別手法 

4.3. 放射性物質に対するセキュリティ要件は、脅威のレベル及び受容できない放射線影
響に繋がる可能性のある悪意のある行為のための物質の相対的な不正利用価値(量、物理

的及び化学的な特性、可搬性、及びその可用性及び接近容易性のような要因に基づく)の
考慮を含めて、リスク管理の原則を考慮に入れて、等級別手法に基づくべきである。セ

キュリティ要件は、関係する放射性物質が、密封線源、非密封線源、使用されていない

密封線源又は廃棄物であるか否かに係わらずに適用されるべきであり、また輸送をカバ

ーすべきである。 

区分分け 

4.4. 区分分けシステムは、放射性物質の特定の種類及び量についてのセキュリティレベ

ル(必要とされる防護の程度)と関連させることにより、等級別手法を実施することで確立

されるべきであり、それによって、悪意のある行為がより深刻な影響に帰着するかもし

れない放射性物質についてより大きなレベルの防護を確実にする。必要に応じて、区分

分けシステムは、放射性物質の合算について考慮すべきである。出発点として、区分分

けシステムは、「放射線源の安全とセキュリティに関する行動規範」[5]又は「核物質(訳
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者注：ここは、放射性物質の誤り)の安全輸送規則 (TS-R-1)」[7]のような国際的な指針を考慮すべき

である。 

4.5. 国は、本質的にセキュリティ上の懸念を示さない放射性物質についてのしきい値を

定義すべきであり、それは、慣行による慎重な管理によって不法移転と無許可立入を防

止するように管理されるべきである。 

規制上の手法 

4.6. 規制当局は、各セキュリティレベルの核セキュリティシステムに必要な結果を定義

する目標又は目的を確立すべきである。 

4.7. 規制当局は、必要な目標及び目的を達成するために、事業者が従わなければならな

い、規制上の手法を選択すべきである。規制当局が用いることのできる手法には 3 つの

選択肢がある。 

- 規範的手法 事業者が目標及び目的に適合するように実施するために実施すべき

セキュリティ措置を、規制当局が直接的に指定する方法、又は 

- 性能基準に基づく手法 核セキュリティシステムを設計し、かつ核セキュリティ
システムが目標及び目的に適合していることを規制当局に実証することを、規制
当局が事業者に要求する方法、又は 

- 複合した手法 規制当局が、規範的手法及び性能基準に基づく手法の両方の要素

を利用する手法。 

3 つの手法すべての下で、事業者の核セキュリティシステムは、適用可能なセキュリテ

ィレベルの目標及び目的によって定義される必要な結果を達成しなければならない。こ

れは、すべての核セキュリティシステムを評価する基準となる。 

使用及び貯蔵中の放射性物質のセキュリティの勧告 

4.8. セキュリティ要件は、不法移転又は管理の喪失から放射性物質を防護するように国

によって策定されるべきであり、またセキュリティーシステムとセキュリティ管理の両

方を取り扱うべきである。核物質が不法移転及びその後のばら撒きのための潜在的な標

的であるという点では、これらの要件もまた適用されるべきである。 

4.9. (国によって定義されたしきい値を超える)本質的にセキュリティ上の懸念を示す放
射性物質は、4.4 項及び 4.5 項で定義されるセキュリティレベルに釣り合ったセキュリテ

ィ措置を要求すべきである。各セキュリティレベルについて、国は、以下に記述される

ことを考慮して等級別なセキュリティ措置を要求すべきである。特別の措置が、可動型

及び携帯型の線源について要求されることができる。 
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セキュリティシステム 

4.10. 規制当局は、適用可能な核セキュリティ体制の目的に適合するセキュリティシステ

ムを実施することを事業者に要求すべきである。システムは、悪意のある行為を抑止し

防止するために(以下に記述されるような)検知、遅延及び対応のセキュリティ機能を十分

に実施するように設計されるべきである。抑止は測定可能ではないが、適切に堅固なセ

キュリティシステムが悪意のある行為を抑止することを支援できることは明らかである。

等級別手法を実施する際に、セキュリティシステムの目的は、悪意のある行為を防止す

ることからその可能性を低減することまで及ぶことがある。 

検知 

4.11. 検知措置は、放射性物質の不法移転又は妨害破壊行為の目的を有する可能性のある、

未遂又は実際の侵入の発見及び評価のために実施されるべきである。検知は、目視による観

察、ビデオ監視、電気的検知器、計量記録、封印及びその他の不正工作を表示する装置のよ

うな措置及びプロセス監視システムによって達成される。等級別手法を実施するに際して、

検知措置の目的は、すべての無許可立入の即座の検知、評価及び情報連絡から、不正工作の

指示器又は定期的な物理的チェックを通じたその後の不法移転の最終的な検知まで及ぶこ

とがある。 

遅延 

4.12. 遅延措置は、一般に、施錠の施された扉、ケージ、固縛装置又は同種のもののような、

多重の障壁又はその他の物理的措置によって、放射性物質への不法アクセス又は移転、又は

関連施設への妨害破壊行為を行おうとする敵対者の企てを妨害するように実施されるべき

である。遅延の基準は、放射性物質を移動しようとする又は関連施設を妨害破壊するために

敵対者によって必要とされる、検知後の時間である。等級別手法を実施するに際して、遅延

措置の目的は、検知後に悪意のある行為を阻止するために十分な遅延時間を対応職員に与え

ることから、不法移転後に適時な追跡を許容するための遅延を提供することまで及ぶことが

ある。 

対応 

4.13. 対応措置は、検知及び評価後に実施されるべきである。事業者は、対応を遂行するた

めに検知と評価の後に法執行職員との連絡のための適切な準備を行なうことを要求される

べきである。等級別手法を実施するに際して、対応措置の目的は、悪意のある行為を阻止す

るために十分な資源で即時の対応を提供することから、適切な当局が事件を調査することが

できるように警報の通知を提供することまで及ぶことがある。 

4.14. 事業者は、サイト内及びサイト外での対応における協力を含めて、放射性物質を見つ

けて回収する業務に際して必要に応じて所管当局と協力及び支援すべきである。 
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妨害破壊行為 

4.15. 妨害破壊行為に対する防護のレベルは、不法移転に対するそれとは異なるかもしれ

ない。不法移転から放射性物質を防護するために設計される核セキュリティシステムは、

一般に、ある程度の放射性物質の防護及び関連施設への妨害破壊行為に対する防護を提

供する。規制当局が、特定の放射性物質又は特定の施設に対する妨害破壊行為の特定の

脅威に気付いていれば、規制当局は妨害破壊行為に対する防護のレベルを増加させるた

め追加的又はより厳格なセキュリティ措置を要求するべきである。 

セキュリティ管理 

4.16. 事業者は、セキュリティ管理措置、出入管理の対処、個人の信頼性確認、情報の

防護、セキュリティ計画の準備、訓練及び資格認定、計量、在庫管理及び事案の報告を

実施することを要求されるべきである。要求されるセキュリティ管理措置の厳格さは、

等級別手法に基づく適切な基準に応じて、変化すべきである。 

出入管理 

4.17. 事業者は、アクセス権のある個人のみが、放射性物質が存在する区域に入ること

を許容される、立入を物理的に管理する措置を提供することを要求されるべきである。

付き添いなしの立入は、その業務を遂行するに際して当該立入に確かな必要性のあるア

クセス権のある個人に限定されるべきである。その他の個人は、付き添いなしの立入が

許可された個人による付き添い又は監視がある場合、あるいは放射性物質のセキュリテ

ィのための補完的措置が実施された場合にのみ、この区域への立入が許可されるべきで

ある。 

個人の信頼性確認 

4.18. 所管当局は、放射性物質及び/又はセキュリティ機微情報への許可されたアクセス

権を有する者の個人の信頼性(trustworthiness)及び信頼性(reliability)が、国の慣行に従って

確認されることを確実にすべきである。等級別手法を実施する際には、個人の信頼性確

認措置の目的は、本人であることの確認から、各人の健全性及び信頼性を決定するため

の信用照会先の確認を含めて、合法的な国の当局による包括的な身元調査まで及ぶこと

がある。個人の信頼性及び信頼性の決定は、内部脅威者によってもたらされる脅威を緩

和する際の重要な措置である。 

情報の防護 

4.19. 事業者は、セキュリティ機微情報へのアクセスを、彼らの業務を遂行するためにそ

の情報を必要とする人々に制限することを要求されるべきである。情報の防護の重要な

要素には、次のものが含まれる。：防護されなければならない情報の同定、当該情報に認

可されたアクセス権を有する個人の指定、及びこのアクセス権のない個人への情報開示
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から当該情報を防護すること。 

セキュリティ計画 

4.20. 事業者は、セキュリティ計画を策定し、実施し、試験し、定期的にレビューし、必

要に応じて改訂し、かつその規定に従うことを要求されるべきである。計画は、放射性
物質を防護するために設置された全体的な核セキュリティシステムについて記述するべ

きであり、増加する脅威レベルに取り組むための措置、核セキュリティ事案への対応及

び機微情報の防護を含むべきである。事業者は、それがどのようにセキュリティ要件を

満たしているかを規制当局に実証すべきである。セキュリティ計画は、情報の防護に従

うべきである。 

4.21. セキュリティ計画は、以下のものを含むべきである。 

- 放射性物質及びその使用及び貯蔵の環境についての記述 

- 取り組むべき特定のセキュリティ上の懸念の記述 

- 実施されるセキュリティシステム及びその目的の記述 

- セキュリティ措置を操作し維持する事業者職員へ手引きを提供するためのセキュ

リティ手続き及び保守作業の前後で実施されるセキュリティ手続き 

- セキュリティ責任を有する個人の役割及び責任、アクセス許可プロセス、個人の

信頼性の決定プロセス、情報の防護プロセス、在庫量及び記録簿、事案の報告、

及び(レビューの間隔の最大時間を含む)セキュリティ計画のレビュー及び改訂に

ついて規定することを含む管理上の側面 

- 手続き上及び管理上のセキュリティ措置が、国によって評価される脅威の増加す

るレベルに適合するかをどのようにして評価するか。 

- 国の慣行と整合した放射性物質の捜索及び回収における関連する所管当局との協

力を含む対応活動 

訓練及び資格 

4.22. 事業者は、セキュリティ責任を有するすべての職員が、彼らの責任を遂行する前及

びその後定期的に、適切に訓練され資格があることを確実にすることを要求されるべき

である。 

計量 

4.23. 事業者は、等級別手法と整合して、特に可動型の線源の場合に、放射線源の計量が要求さ

れるようにすべきである。 
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在庫量 

4.24. 事業者は、その責任の下にある放射性物質のリストを確立し維持することを要求さ

れるべきである。規制当局によって規定された間隔で、事業者は、放射性物質がその許

可された場所に存在することを確認すべきである。在庫量の検認は、検知措置の一部と

して使用することができる。 

核セキュリティ事案の報告 

4.25. 特に棚卸し期間中の、放射性物質の存在又は量に関するいかなる欠如又は不一致も、

速やかに調査されるべきである。事業者は、速やかに、放射性物質の管理の喪失の決定に関

して規制当局及びその他の関連する所管当局(例えば、法執行機関)に報告することを要求さ

れるべきである。 

輸送中の放射性物質のセキュリティ勧告  

4.26. 輸送中の放射性物質に対するセキュリティ要件は、管理の喪失、又は悪意のある行
為の可能性を最小化するために国によって策定されるべきである。不法移転及びその後

のばら撒きの可能性のある標的であるという点で、核物質に対してもまたこれらの要件

が適用されるべきである。 

4.27. 適切な輸送セキュリティシステムの設計は、放射性物質の潜在的な脆弱性を考慮に

入れて、悪意のある行為を防止する目的を達成するために、深層防護の概念を組み入れ

るとともに等級別手法を使用すべきである。 

4.28. 輸送中の放射性物質のセキュリティは、本文書中の勧告に加えて、危険物の輸送に

ついてのセキュリティ要件を含み、多くの国及び国際的な輸送モード組織によって実施

されている、危険物の輸送のための国連勧告：モデル規則を考慮に入れるべきである。 

4.29. 航空輸送について、セキュリティ措置は、国際民間航空条約の適用されるセキュリ

ティ規定及び国際民間航空機関の航空機による危険物の安全輸送に関する技術手引きに

従って実施されるべきである。海上輸送について、セキュリティ措置は、船舶及び港湾

施設の国際セキュリティ規則及び海上における人命の安全のための国際条約(改訂

SOLAS 74)によって要求される国際海上危険物規則の適用可能なセキュリティ規定に従

って実施されるべきである。 

4.30. 輸送セキュリティシステムは、以下を考慮に入れて設計されるべきである。 

- 放射性物質の量及び物理的／化学的形態 

- 輸送モード 

- 使用される輸送物 
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4.31. セキュリティ措置は、放射性物質の区分に基づくとともに、輸送についてのセキュ

リティレベル(例えば、基本的及び強化された)に体系化されるべきである。セキュリティ

レベルは、物質への脅威の評価及び受容できない影響を引き起こす可能性の評価に基づ

いて、等級別手法を用いて規定されるべきである。輸送セキュリティのための等級別手
法は、少なくとも運搬される放射性物質の性質及び量に基づくべきである。 

- 極めて低い潜在的な放射線影響を引き起こす物質については、慣行による慎重な

管理のみとされるべきである。 

- 潜在的な放射線影響が限定的な物質については、基礎的なセキュリティ措置に従

うべきである。 

- より高い潜在的な放射線影響を引き起こす物質については、強化されたセキュリ

ティ措置に従うべきである。 

4.32. 効果的な輸送セキュリティの達成は、輸送スケジュール、通過中のセキュリティを

含む経路指定、及び情報セキュリティを考慮することを含むべきである。 

4.33. セキュリティ措置の基本的レベルは、放射性物質の輸送に従事する荷送人、運搬人、

荷受人及びその他の者が、輸送手段又はその積荷に影響を及ぼす悪意のある行為を阻止

し、検知し、遅延し、かつ対応するために、等級別のセキュリティシステム、あるいは、

その他の準備を実施することを要求することを含むべきである。これらの準備は、常時、

運用可能かつ実効的であるべきである。これは、以下によって達成することができる。 

- 放射性物質が、(倉庫及び操車場のような)通過中のサイトで一時的に保管される

場合には、使用及び貯蔵中に適用される措置と整合性のある適切なセキュリティ

措置が放射性物質に適用されるべきである。 

- 放射性物質の輸送に従事する個人は、セキュリティ意識の要素についての訓練を

含む訓練を受けるべきである。 

- セキュリティ措置は、発送に先立って適用され、確認され、輸送中に実効性を維

持すべきである。 

- 輸送中の核セキュリティ事案にどのように対応するかを含めて、要求されるセキ

ュリティ措置についての情報は、乗務員に書面で提供されるべきである。 

- 放射性物質の輸送に従事する者の個人の信頼性は、彼らのセキュリティ責任に釣

り合うように及び国の慣行に従って確立されるべきである。 

- セキュリティに関連する情報は、放射性物質の輸送に従事する荷送人及び運搬人

に伝達されるべきである。 

- 荷受人は、計画された運搬の前に、輸送モード及び引渡予定日を荷送人によって

通知されるべきであり、また引渡予定日の枠内での受取又は非受取について荷送
人に通知すべきである。 
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- 放射性物質を収納する輸送物及び/又は輸送手段の移動は、適切に監視されるべき

である。 

- 通信連絡が、対応を確実にするため、又は乗務員への支援を提供するために利用

可能であるべきである。 

- 輸送物及び/又は輸送手段は、絶対的に必要以上の長時間に渡って、放置されるべ

きではない。 

4.34. 強化されたセキュリティ措置は、放射性物質の輸送に従事する荷送人、運搬人、荷

受人及びその他の者が、輸送セキュリティ計画の規定を、策定し、適用し、実施し、必

要に応じて定期的にレビューすべきであり、輸送セキュリティ計画の規定に従うべきと

の要求を含めるべきである。輸送セキュリティ計画に対する責任及び所有権が明確に規

定されるべきである。この計画は、輸送中の放射性物質を防護するために設置される全

体的な核セキュリティシステムについて記述すべきであり、増大する脅威レベル、核セ
キュリティ事案への対応及び機微情報の防護に取り組むための措置を含むべきである。 

4.35. ある状況では、上記の措置に追加されるセキュリティ措置が、広く存在する脅威の

評価又は輸送される物質の不正利用価値に従って考慮されるべきである。その場合、恐

らく、ある区分又は多量の放射性物質、又は特に機微な輸送に対してのみ関連して、追

加のセキュリティ措置が適用されるべきである。 

4.36. 悪意のある行為、特に妨害破壊行為を防護するセキュリティ措置を確立する際には、

輸送物、コンテナ及び輸送手段の設計の安全上の特徴が、考慮に入れられるべきである。 

4.37. 現在の又は可能性のある脅威が妨害破壊行為に対して追加のセキュリティ措置を

正当化する場合、以下のことを考慮すべきである。 

- 運搬の延期 

- 脅威の高い区域を回避するための運搬経路の変更 

- 輸送容器又は車両の堅牢性の強化 

- 現在の環境を監視するための輸送経路の監視強化 

- (追加の)同伴者又は警備員の提供 

4.38. 国際輸送について、荷送人及び/又は運搬人は、セキュリティ要件の国毎のいかな

る相違点も適用されることを事前に確実にすべきであるとともに、セキュリティに対す

る責任が移転される地点を決定すべきである。 
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定義 

本文書中で使用される用語は以下に定義され、本文中でイタリック体とされる。 

 

関連活動(associated activity)．核物質又はその他の放射性物質の所有、製造、処理、使用、

貯蔵、取扱、廃棄又は輸送。 

関連施設(associated facility)．原子力施設又は放射性物質施設。 

許認可(authorization)．関連施設の運転のため又は関連活動を実施するための許認可書の

所管当局による付与。 

許認可を受けた者(authorized person)．許認可証を与えられた自然人又は法人。許認可を
受けた者はしばしば「許認可証保持者」又は「事業者」と呼ばれる。 

所管当局(competent authority)．国によって 1 つ以上の核セキュリティ機能を実施するよ

うに指定された政府組織又は機関。例えば、所管当局は、規制当局、法執行機

関、税関及び国境警備隊、諜報機関及び警備機関及び保健機関を含むことがあ

る。 

深層防護(defence in depth)．核セキュリティが危険にさらされる前に乗り越えるか回避

しなければならないシステム及び措置の多層の組合せ。 

等級別手法(graded approach)．悪意のある行為の潜在的影響に比例した核セキュリティ
措置の適用。 

内部脅威者(insider)．悪意のある行為を犯すか又は犯そうとする、関連施設又は関連活動
への、又は機微情報又は機微情報資産への許可されたアクセス権を有する個人。 

悪意のある行為(malicious act)．放射性物質の不法移転又は妨害破壊の行為又は企て。 

核物質(nuclear material)． IAEA 核セキュリティ・シリーズ No.13「核物質及び原子力施

設の物理的防護に関する核セキュリティ勧告(INFCIRC/225/Rev.5)」[1]の第 4 章

中の脚注に記載される物質を含めて、核物質の区分に関する表中に記載される

物質。 

核セキュリティ文化(nuclear security culture)．核セキュリティを支援、強化及び維持す

るための手段としての役割を果たす個人、組織及び機関の特質、姿勢及び振る

舞いの集合体。 

核セキュリティ事案(nuclear security event)．核セキュリティに影響を及ぼすとして評価

される事案。 
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核セキュリティ体制(nuclear security regime)．以下のものを含む体制。: 

- 核物質、その他の放射性物質、関連施設及び関連活動の核セキュリティを管理す

る立法上及び規制上の枠組み、及び管理上のシステム及び措置。 

- 立法上及び規制上の枠組みの実施及び核セキュリティの管理上のシステムを確

実にするための国の責任のもとにある機関及び組織 

- 核セキュリティ事案の防止、検知及び対応のための核セキュリティシステム及び

核セキュリティ措置。 

核セキュリティ措置(nuclear security measures)．脅威が悪意のある行為を完了すること

を防止する又は核セキュリティ事案の検知と対応を意図する措置。 

核セキュリティシステム(nuclear security system)．一連の統合された核セキュリティ措
置。 

事業者(operator)．関連施設の運転を行うことを許可又は認可された全ての人、組織又は

政府機関。 

その他の放射性物質(other radioactive material)．核物質でないすべての放射性物質。 

放射性物質(radioactive material)．放射性物質は、国内の法律、規則、又は規制当局によ

って、その放射能のために規制上の管理に従うものとして指定されるすべての

物質である。 

放射線源(radioactive source)．カプセル中に又はしっかりと固着されて、固体状で恒久的

に密閉され、規制上の管理から免除されない放射性物質。さらに、放射線源が

漏洩又は破損した場合に放出されるすべての放射性物質を意味するが、処分の

ためにカプセルに入れられた物質、又は研究炉及び動力炉の核燃料サイクル中

の核物質を意味しない。 

規制当局(regulatory body)．許認可書の発行を含む規制プロセスを遂行するための法的権

限を有する国の政府によって指定される 1 つ以上の当局。 

規制上の管理(regulatory control)．安全、セキュリティ又は保障措置に関係する立法上及

び規制上の規定によって要求され、すべての所管当局によって核物質又はその
他の放射性物質、関連施設又は関連活動に適用される、制度上の管理のすべて

の形態。説明: 「規制上の管理を外れた」の用語は、核物質又はその他の放射
性物質が、規制上の管理下にあるべき十分な量が現にあるものの、何らかの理

由で管理が不在であるか、又はそれらがもはや存在しないかのいずれかの理由

で、管理が不在の状況を記述するために使用される。 

妨害破壊行為(sabotage)．関連施設又は関連活動に対して行われる故意の行為であって、
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放射線被ばく又は放射性物質4のばら撒きによって職員や公衆の健康と安全又

は環境に直接的又は間接的に危害を及ぼす恐れのあるもの。 

荷送人(shipper)．輸送のために放射性物質の運搬物を準備又は提供するすべての者、組

織又は政府(つまり、荷送人(consignor))。 

脅威(threat)．悪意のある行為を犯そうとする動機、意図及び能力を有する者又はグルー

プ。 

脅威評価(threat assessment)．利用可能な諜報機関、法執行機関及び公開情報に基づく－

これらの脅威の動機、意図及び能力について記述した脅威の評価。 

受容できない放射線影響(unacceptable radiological consequences)．それ以上で、核セキュ
リティ措置の実施が正当化される、国によって決められた放射線影響のレベル。 

不法移転 (unauthorized removal)．放射性物質の盗取又はその他の不法な持ち出し。 

                                                 
4 放射性物質(Radioactive Substance)及び放射性物質(Radioactive Material)は、同じ意味を有する。 
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本文書は、放射性物質、関連施設及び関連活動に対する核セキュリティ体制を策定又は

強化し、実施及び維持する方法に関して国及び所管当局に手引きを提供する。これは、

当該物質が関与する悪意のある行為の可能性を低減させるために、放射性物質、関連施
設及び関連活動のセキュリティに取り組むための立法上及び規制上の枠組みを実施する

国の能力の確立又は改善を通じて達成することができる。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

国際原子力機関 
ウィーン 

ISBN 978-92-0-112110-3 
ISSN 1816-9317 

 
 


